
岐阜県記録内規 

 

対象年度の日水連競技者登録が完了した、岐阜県内登録所属の競技者が県内

競技会で樹立した記録が対象 

 

例外 

・上記登録者が県外競技会で記録を樹立し、所属団体責任者がその競技会終了

後 3 日以内に新記録樹立申請を行った場合 

 

・大学生・一般の県外登録者（国スポ対象者）が岐阜県選手権で樹立した場合 

 

・岐阜県内に所在地がある学生委員会登録所属大学の競技者が県内競技会で

樹立した場合 

 

・第 1 区分または第 2 区分どちらかが県内所属競技者が、県外区分で出場し

た競技会（全国大会以上の大会に 2 所属併記で出場していること）で、所

属団体責任者がその競技会終了後 3 日以内に新記録樹立申請を行った場合 
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